
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

運転ボランティアによる有償の支えあい活動 

地域で行われている“居場所”活動へ参加したい。 

でも、歩いて行けないな…。 そんな方はいませんか？？ 
 

かんなみおでかけサポートは、地域住民がボランティアとして 

居場所への参加を「移動」の面からサポートする会員制のしくみです。 

運転ボランティアのみなさまのご理解・ご協力をいただき、 

地域の支えあいを推進するために生まれました。 

 

「地域で、自立した暮らしを続けたい」という気持ちを、居場所の参加へつなぎます。 

 

社会福祉法人函南町社会福祉協議会 

まずはお気軽にお問い合わせください。 

社会福祉法人函南町社会福祉協議会 

事 務 局 

〒419-0107. 静岡県田方郡函南町平井 717-28 

函南町保健福祉センター2 階 

電話 055-978-9288／FAX 055-979-5212 

URL http://kannami-syakyo.jp/ 

E-mail chiiki-info@kannami-syakyo.jp 

国交省認定講座を受講した 

ボランティアのみなさまが活躍します！ 

＜2020 年４月版＞ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員登録料 利用会員 １，０００円／年度 年度ごと更新 

いただきます 協力会員 ５００円／年度 

利用料 移動にかかる利用料は  無 料   

居 場 所 （目的地の居場所は、今後変動する可能性もあります） 

居場所名 開催曜日・時間 参加費 活動 

いこう家 

つかもと 

月～土(移動支援は平日) 

無 料 

お茶や手芸 

体操など 10:00～15:00 

カフェ城山 

月･火･水･木･土(金･日は休) 

200 円 

こだわりコーヒー 

囲碁など 10:00～16:00 

ご利用のながれ（利用には会員登録が必要） 

１ 函南町社会福祉協議会へ連絡 

２ 社協職員による訪問調査を行い、状況確認 

ボランティア活動の趣旨説明/交通事故対応同意/希望の居場所確認 等 

３ 利用会員になるための登録申請 

＊介護保険の認定を受けている方・総合事業を利用されている方は、 
担当のケアマネジャーにまずはご相談ください。 

４ 居場所参加に向けた運行調整（曜日や時間等） 

５ 居場所に参加 

移動に使用する車両 

社協車両（優先） または ボラ車両 

〇居場所参加費：右ページをご覧ください。 

 ＊各居場所には「共同募金の募金箱」が設置されています。 
  居場所参加者のみなさまに任意の募金をお願いしています。 

利用会員の乗車場所をまわる 

ボランティアが運転します！ 

居場所に参加！ 

共同募金の配分金を活用し、移動支援事業を 

実施していきます。 

共同募金にご協力お願いします。（任意） 

（行） 

（帰） 

（行） 

（帰） 

買い物に行こう！ 

毎日の食料雑貨の買い物にお困りの方向けに、運行調整します。 

居場所から、スーパーへ。お買い物後は、再度居場所へ戻ります。 

＜運行イメージ図＞ 

活動内容 

利用料と時間（活動時間：原則 平日 8:30～17:00） 
＊年末年始・祝祭日を除く 

＊交通事故が発生したら？ 

・乗車場所から、希望の居場所までの車両の運転 

・安全な乗降のお手伝い 

（ただし、身体介護は行いません） 

車両が加入している任意保険適用範囲の補償に限ります。 

上記の点について、ご理解・ご納得の確認（ご利用の流れ 2）が 
できた方のみ会員登録をお願いしております。 

運転する人・乗る人が、気持ちよく 

参加できる配慮としくみ作りにご協力ください。 

（当事業は総合事業･訪問型サービス D 対象につき、ケアプランへの記載が必要となるため） 

＊ボランティア活動保険の適用範囲です 

運転＆同乗ボランティアの２人体制で活動！ 


